
 

 

宮城県中小企業産業振興資金融資制度取扱要領 

 

（趣旨） 

第１ この要領は、中小企業者等の事業経営に必要な運転・設備資金を供給し、経営の発展と向上を図

り、もって県内商工業の振興に資することを目的とした融資に関して宮城県中小企業産業振興資金

融資制度要綱（以下「要綱」という。）に規定するもののほか、必要事項を定めるものとする。 

 

（資金の取扱い） 

第２ 要綱第４で定める資金の取扱いについては、次のとおりとする。 

（１） 富県宮城資金 

イ 目的 

（イ） チャレンジ枠、応援枠 

県が集積を目指す産業に属する事業を行うか、又は参入を予定している中小企業者等

が事業上必要な資金の融通を円滑にすることにより、中小企業者等の当該産業参入への

取組を支援するとともに、当該産業のより一層の集積を図ることを目的とする。 

（ロ） 先端設備等導入枠 

市町村の認定を受けた計画に基づいて、中小企業者等が先端設備等を導入する際の資

金の融通を図ることで、設備投資を通じた業務の効率化及び労働生産性の向上に資する

ことを目的とする。 

ロ 融資の対象 

（イ） チャレンジ枠、応援枠 

県が集積を目指す別表１に掲げる産業に属する事業を行うか、又は参入を予定してい

る中小企業者等（県内で１年以上の事業を引き続き行っている者に限る。）のうち、次

の各号のいずれかに該当し、チャレンジ枠にあっては、知事の認定を受けたもの 

ただし、自動車関連産業の事業を行うか、又は参入を予定している中小企業者等にあ

っては、みやぎ自動車産業振興協議会会員であること 

また、高度電子機械産業の事業を行うか、又は参入を予定している中小企業者等にあ

っては、みやぎ高度電子機械産業振興協議会会員であること 

ａ 当該関連産業に属す事業を営むもので、事業の拡大を図るもの 

ｂ 当該関連産業に属さない事業を営むもので、新たに当該関連産業に属す事業への参入

を図るもの 

（ロ） 先端設備等導入枠 

中小企業等経営強化法第５２条の規定による市町村の認定を受けた先端設備等導入計

画に従って、先端設備等導入を行うもの（ただし、中小企業信用保険法（昭和２５年法

律第２６４号。以下「法」という。）第２条第１項に規定する中小企業者に限る。） 

ハ 認定 

（イ） チャレンジ枠 

ａ 認定を受けようとする中小企業者等は、様式第１号の認定申請書を知事に提出し、そ

の認定を受けるものとする。 

ｂ 当該認定書の有効期間は、認定の日から１年間とする。 

（ロ） 応援枠 

認定は不要とするが、融資申込の際に様式第２号の要件確認書を金融機関に提出する

こと。 

（ハ） 先端設備等導入枠 

認定を受けようとする中小企業者等は、所定の認定申請書を市町村長に提出し、その

認定を受けるものとする。 

 



 

 

ニ 融資の手続 

この資金の融資又は信用保証を受けようとする中小企業者等は、認定書又は要件確認書を

添付の上、取扱金融機関又は宮城県信用保証協会（以下「協会」という。）の所定の手続で申

し込むものとする。 

ホ 資金の使途 

事業を行うに当たり必要とする運転資金及び設備資金 

ヘ 融資の条件 

（イ） チャレンジ枠 

ａ 融資限度額   一企業 １０，０００万円 

ｂ 融資利率    年 １．５０％ 

ｃ 償還期間    運転資金 １０年以内（据置２年以内） 

設備資金 １５年以内（据置２年以内） 

ｄ 償還方法    原則として月賦均等返済 

ｅ 保証人     原則として法人代表者以外不要 

ｆ 担保      取扱金融機関又は協会所定 

ｇ 信用保証料   協会所定 

（ロ） 応援枠 

ａ 融資限度額   一企業 ３，０００万円 

ｂ 融資利率    年 １．５０％以内 

ｃ 償還期間    運転資金 ７年以内（据置２年以内） 

設備資金 ７年以内（据置２年以内） 

ｄ 償還方法    一括又は元金均等返済 

ｅ 保証人     原則として法人代表者以外不要 

ｆ 担保      取扱金融機関又は協会所定 

ｇ 信用保証料   協会所定 

（ハ） 先端設備等導入枠 

ａ 融資限度額   一企業 ８，０００万円 

ｂ 融資利率    年 １．５０％ 

ｃ 償還期間    運転資金 １０年以内（据置１年以内） 

設備資金 １０年以内（据置１年以内） 

ｄ 償還方法    原則として月賦均等返済 

ｅ 保証人     原則として法人代表者以外不要 

ｆ 担保      取扱金融機関又は協会所定 

ｇ 信用保証料   協会所定 

ｈ その他融資の手続等については、本制度要領のほか、協会において別に定める「先端

設備等導入関連保証」に係る保証事務取扱いによるものとする。 

 

（２） 新技術・新製品事業化資金 

イ 目的 

新技術又は新製品の事業化を図ろうとする中小企業者等が必要とする資金の融通を図るこ

とで、経営の発展に資することを目的とする。 

ロ 融資の対象 

新技術・新製品の事業化を行おうとする中小企業者等で、次の各号のいずれかに該当する

事業について知事の認定を受けたものとする。ただし、（ホ）に該当する事業については、そ

れぞれの法の規定による認定又は承認を知事の認定とみなすものとする。 

（イ） 他企業で利用されていない特許権、実用新案権及び半導体集積回路の回路配置利用権

に係る技術を利用して行う事業 



 

 

（ロ） 国又は都道府県（都道府県が出資する外郭団体を含む。）の技術開発・研究開発に係

る補助金の交付を受けて開発した技術を利用して行う事業 

（ハ） 国若しくは都道府県の試験研究機関又はこれらに準ずるものと知事が認める公的機関

等により技術移転・指導を受けて行う事業で様式第４号により当該機関の確認を受けた

もの 

（ニ） 国若しくは都道府県の試験研究機関又はこれらに準ずるものと知事が認める公的機関

等により技術・ノウハウ等の面で新規性を有する旨様式第５号により確認を得た事業 

（ホ） 中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）第１４条に規定する承認を受けた

事業又は協会により中小企業信用保険法施行規則第１１条に規定する認定（新事業開拓

関連）を受けた事業 

ハ 認定 

（イ） 融資を受けようとする中小企業者等は、事業計画を作成の上、様式第３号の認定申請

書を知事に提出し、認定を受けるものとする。 

（ロ） 認定申請書の提出に際し、ロの(ハ）と(ニ）にあっては、それぞれ様式第４号、様式

第５号の確認書を添付するものとする。 

（ハ） 当該認定書の有効期間は、認定の日から１年間とする。 

ニ 資金の使途 

新技術又は新製品の事業化のために必要な設備資金及び運転資金 

ホ 融資の条件 

（イ） 融資限度額   一企業 ８，０００万円 

（運転資金は４，０００万円以内） 

（ロ） 融資利率    年 １．５０％ 

（ハ） 償還期間    運転資金７年以内(据置２年以内) 

設備資金１０年以内(据置２年以内) 

（ニ） 償還方法    原則として月賦均等返済 

（ホ） 保証人     原則として法人代表者以外不要 

（ヘ） 担保      取扱金融機関又は協会所定 

（ト） 信用保証料   協会所定 

 

（３） 創業育成資金 

イ 目的 

新たに事業を開始しようとする創業者が事業上必要とする資金の融通を円滑にし、激しい

環境変化に的確に対応できる創意と活力のある多彩な中小企業群を育成することを目的とする。 

ロ 融資の対象 

中小企業信用保険法施行令(昭和２５年政令第３５０号)第１条に規定する業種に属する事

業を県内で開始しようとする者のうち、次の（イ）、（ロ）又は（ハ）のいずれかに該当し、

かつ、（ニ）を満たすもの 

（イ） 創業を行おうとする者で次のいずれかに該当するもの（創業者） 

ａ 事業を営んでいない個人であって、１か月以内（認定特定創業支援等事業による支援

を受けた場合は、６か月以内）に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの 

ｂ 事業を営んでいない個人であって、２か月以内（認定特定創業支援等事業による支援

を受けた場合は、６か月以内）に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具

体的計画を有するもの 

ｃ 中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに

中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する

具体的計画を有するもの 

（ロ） 創業５年を経過していない者で次のいずれかに該当するもの（新規中小企業者） 



 

 

ａ 事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後５年を経過していないもの 

ｂ 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後５年を経過

していないもの 

ｃ 会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立した会社で

あって、その設立の日以後５年を経過していないもの 

（ハ） 上記（ロ）ａに規定する新規中小企業者であって新たに会社を設立したものが、事業

の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立

新規中小企業者が事業を開始した日から起算して５年を経過していないとして、新規中

小企業者とみなされるもの。 

（ニ） 新たに開始しようとする事業が許認可等を必要とする場合においては、許認可等を取

得見込であること。 

ハ 融資の手続 

融資を受けたい者は、取扱金融機関の所定の手続で申し込むものとするが、ロの融資の

対象の（イ）に該当する者は、協会の審査において協会が定める創業計画書を提出するも

のとする。 

ニ 資金の使途 

創業及び新事業展開に必要な設備資金及び運転資金 

ホ 融資の条件 

（イ） 融資限度額   一企業 ３，５００万円 

（ロ） 融資利率    年 １．５５％ 

（ハ） 償還期間    運転資金１０年以内(据置２年以内) 

設備資金１０年以内（据置２年以内） 

（ニ） 償還方法    原則として月賦均等返済 

（ホ） 保証人     原則として法人代表者以外不要 

（ヘ） 担保      不要 

（ト） 信用保証料   協会所定 

（チ） その他本資金に係る融資の手続等については、本制度要領のほか、協会において別に

定める「創業関連保証」に係る保証事務取扱いによるものとする。 

 

（４） スタートアップ創出促進資金 

イ 目的 

創業から一定期間を経過していない中小企業者に対する事業資金供給の円滑化を図るとと

もに、創業機運の醸成による創業者の増加並びに廃業経験者等の事業経営への再挑戦を促し、

また中小企業者の積極的な事業展開を推進することで、創業者の事業の活性化に資することを

目的とする。 

ロ 融資の対象 

次のいずれかに該当する創業者及び創業者である中小企業者であり、保証申込受付け時点

において税務申告１期未終了の創業者にあっては創業資金総額の１／１０以上の自己資金を有

していることを要する。 

（イ） 事業を営んでいない個人であって、２月以内（認定特定創業支援等事業により経済産

業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、６月以

内）に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの 

（ロ） 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、

新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を

開始する具体的計画を有するもの 

（ハ） 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後５年を経

過していないもの 



 

 

（ニ） 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、

新たに設立された会社であって、その設立の日以後５年を経過していないもの 

（ホ） 産業競争力強化法第２条第２９項第２号に規定する創業者（事業を営んでいない個人

が事業を開始した日以後５年を経過していないもの）であって新たに会社（中小企業

者に限る。）を設立したもの（以下「会社設立創業者」という。）が、事業の譲渡に

より事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者

が事業を開始した日から起算して５年を経過していないとして、同条第２９項第４号

に掲げる創業者とみなされるもの 

ハ 融資の手続 

融資を受けようとする者は、取扱金融機関又は協会の所定の手続で申し込むものとし、協

会が定める創業計画書を提出するものとする。 

ニ 金融機関の責務及び報告 

（イ） 金融機関は、創業者に対して、融資実行後、創業者が会社を設立して原則３年目及び

５年目に、中小企業活性化協議会によるガバナンス体制の整備に関するチェックを受け

るよう促し、創業者より「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」（以下「ガ

バナンスチェックシート」という。）の提出を受けるものとする。 

（ロ） 金融機関は、創業者がガバナンス体制の整備に関するチェックを受けた月の翌月以降

に到来する４月又は１０月のいずれか早い月に、ガバナンスチェックシートの写しを信

用保証協会に提出するものとガバナンスチェックシートの写しを信用保証協会に提出す

るものとする。なお、金融機関が提出しなかった場合は、当該案件に係る代位弁済請求

を行う時にその理由を記載した書面を協会に提出するものとする。 

ホ 資金の使途 

創業者が創業者である期間内に産業競争力強化法第２条第２８項に規定する創業により行

う事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金とする。ただし、借換えは、県中小企業

制度融資によるものに限る。 

ヘ 融資の条件 

（イ） 融資限度額   一企業 ３，５００万円 

（ロ） 融資利率    年 １．５５％ 

（ハ） 償還期間    運転資金１０年以内（据置１年以内） 

設備資金１０年以内（据置１年以内） 

※ただし、申込金融機関において本保証付融資と同時にプロパー融資

を実行する、又は保証申込み時においてプロパー融資の残高がある場

合は据置期間を３年以内とする。 

（ニ） 償還方法    原則として月賦均等返済 

（ホ） 保証人     徴求しないこととする。 

（へ） 担保      徴求しないこととする。 

（ト） 信用保証料   協会所定 

（チ） その他     本資金は、全国統一保証制度（スタートアップ創出促進保証）の対

象であり、本資金の融資の手続等については、本制度要領のほか、協

会において別に定める「スタートアップ創出促進保証に係る事務取扱

い」によるものとする。 

 

（５） 事業承継資金 

イ 目的 

（イ） 経営承継枠 

中小企業における経営者の死亡・退任等に起因する経営の承継及び親族外承継等に伴

い、事業活動の継続に支障が生じる中小企業者に対し、必要とする資金の融通を円滑にし、



 

 

その事業活動の継続に資することを目的とする。 

（ロ） 事業承継特別枠 

事業承継（代表者交代等をいう。以下同じ）の段階における資金調達にあたり、一定

の要件を満たす中小企業者については経営者を含めて保証人を徴求しないことにより、事

業承継の促進を図ることを目的とする。 

（ハ） 経営承継借換枠 

経営承継を予定している会社である中小企業者であって、その経営者が経営者保証を

提供していることがその承継の障害になっている場合において、経営者保証を提供してい

る金融機関からの借入れによる債務を経営者保証が不要とする融資に借り換えるための資

金の融通を行うことにより、経営者保証の解除を行い、もって中小企業者の経営の承継の

円滑化・事業活動の継続に資することを目的とする。 

ロ 融資の対象 

（イ） 経営承継枠 

中小企業者等であって、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第１２条

第１項の規定による経済産業大臣の認定を受けた者、認定を受けた会社の代表者及び認定

を受けた事業を営んでいない個人 

（ロ） 事業承継特別枠 

次のａ又はｂに該当し、かつｃに該当する中小企業者等 

ただし、本制度を既に利用している中小企業者等は、上記に該当することに加え、本

制度の１回目の保証日（ただし、貸付実行されたものに限る。）から３年目以内に保証申

込みを行うものに限る。 

ａ 協会の保証申込み受付日から３年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法

人 

ｂ 令和２年１月１日から令和７年３月３１日までに事業承継を実施した法人であって、

事業承継から３年を経過していないもの 

ｃ 次の（ａ）から（ｄ）までに定める全ての要件を満たすこと。なお、（ａ）から

（ｃ）までについては、協会への申込日の直前の決算によるものとし、（d）について

は、協会への申込日（注１）に満たしていることを要するものとする。 

（ａ） 資産超過であること 

（ｂ） ＥＢＩＴＤＡ有利子負債倍率（注２）が１５倍以内であること 

（ｃ） 法人・個人の分離がなされていること 

（ｄ） 返済緩和している借入金がないこと 

（注１）申込日が、法第２条第６項の規定に基づき、内外の金融秩序の混乱その

他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に著しい信用の収縮が全

国的に生じていると経済産業大臣が認める場合に係る期間中である場合に

おいては、当該期間の始期の前日でも差し支えない。 

ただし、令和２年経済産業省告示第３６号により経済産業大臣が指定した

事由として指定した期間中（経済産業大臣が延長したときは、その延長した

期間を含む。）である場合においては、令和２年経済産業省告示第４９号に

より経済産業大臣が認めた場合として指定した期間の始期の前日でも差し支

えない。 

 

（注２）ＥＢＩＴＤＡ有利子負債倍率 

=(借入金・社債－現預金)÷（営業利益＋減価償却費） 

（ハ） 経営承継借換枠 

次のａからｃのいずれにも該当する会社である中小企業者（注１） 

ａ 次のいずれにも該当することにつき、中小企業における経営の承継の円滑化に関する



 

 

法律第１２条第１項第１号ニの規定による経済産業大臣の認定を受けていること 

（ａ） 中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関（法第３条第１項に規定す

る金融機関をいう。）からの借入れによる債務を保証していることにより、当

該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること 

（ｂ） 認定申請日の直前の決算において次の要件（注２）を満たすこと 

①資産超過であること 

②ＥＢＩＴＤＡ有利子負債倍率が１５倍以内であること 

（ｃ） 当該中小企業者が認定申請日より３年以内に事業承継を予定していること 

ｂ 協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること 

ｃ 協会への申込日（注３）において、返済緩和している借入金がないこと 

（注１）金融商品取引法（昭和２３年法律第２５号）第２条第１６項に規定する金融

商品取引所に上場されている株式又は同法第６７条の１１第１項の店頭売買有

価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。 

（注２）認定取得後、協会への申込日までに新しい決算が確定した場合は、当該決算

においてもこの要件を満たすことが必要。 

（注３）申込日が法第２条第６項の規定に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事

象が突発的に生じたため、我が国の中小企業に著しい信用の収縮が全国的に生

じていると経済産業大臣が認める場合に係る期間中である場合においては、当

該期間の始期の前日でも差し支えない。 

ただし、令和２年経済産業省告示第３６号により経済産業大臣が指定した事

由として指定した期間中（経済産業大臣が延長したときは、その延長した期間

を含む。）である場合においては、令和２年経済産業省告示第４９号により経

済産業大臣が認めた場合として指定した期間の始期の前日でも差し支えない。 

ハ 融資の手続 

（イ） 経営承継枠 

融資を受けようとする中小企業者等は、認定書の写しを添付の上、取扱金融機関又は

協会の所定の手続で申し込むものとする。 

（ロ） 事業承継特別枠 

融資を受けようとする中小企業者は、取扱金融機関又は協会の所定の手続で申し込む

ものとする。 

（ハ） 経営承継借換枠 

融資を受けようとする中小企業者は、認定書の写しを添付の上、取扱金融機関又は協

会の所定の手続で申し込むものとする。 

ニ 資金の使途 

（イ）経営承継枠 

認定を受けた事由による必要な運転資金及び設備資金 

（ロ）事業承継特別枠 

運転資金及び設備資金。ただし、借換えは、県中小企業制度融資によるものに限る。 

（ハ）経営承継借換枠 

認定を受けた中小企業者の経営の承継に必要な資金のうち、当該認定の日から経営の承

継の日までの間における借換資金（当該中小企業者の代表者が保証債務を負う借入れに係

るもの）とする。ただし、借換えは、県中小企業制度融資によるものに限る。 

ホ 融資の条件 

（イ） 経営承継枠 

a 融資限度額   一企業等 ８，０００万円 

b 融資利率    年 １．５０％ 

c 償還期間    運転資金１０年以内（据置１年以内） 



 

 

設備資金１０年以内（据置１年以内） 

d 償還方法原則として月賦均等返済 

e 保証人協会所定 

f 担保取扱金融機関又は協会所定 

g 信用保証料協会所定 

h その他本資金に係る融資の手続等については、本制度要領のほか、協会において別に

定める「経営承継関連保証」に係る保証事務取扱い、「経営承継準備関連保証」に係

る保証事務取扱い、「特定経営承継関連保証制度要綱」及び「特定経営承継準備関連

保証」に係る保証事務取扱いによるものとする。 

（ロ） 事業承継特別枠 

a 融資限度額   一企業等 ８，０００万円 

b 融資利率    年 １．５０％ 

c 償還期間    運転資金１０年以内（据置１年以内） 

設備資金１０年以内（据置１年以内） 

d 償還方法    原則として月賦均等返済 

e 保証人     徴求しない 

f 担保      取扱金融機関又は協会所定 

g 信用保証料   協会所定 

h その他本資金は、全国統一保証制度（事業承継特別保証）の対象であり、本資金の融

資の手続等については、本制度要領のほか、協会において別に定める「事業承継特別

保証制度要綱」及び「事業承継特別保証制度事務取扱要領」によるものとする。 

（ハ） 経営承継借換枠 

a 融資限度額   一企業等 ８，０００万円 

b 融資利率    年 １．５０％ 

c 償還期間    運転資金１０年以内（据置１年以内） 

設備資金１０年以内（据置１年以内） 

d 償還方法    原則として月賦均等返済 

e 保証人     徴求しない 

f 担保      取扱金融機関又は協会所定 

g 信用保証料   協会所定 

h その他本資金は、全国統一保証制度（経営承継借換関連保証）の対象であり、本資金

の融資の手続等については、本制度要領のほか、協会において別に定める「経営承継

借換関連保証に係る事務取扱い」によるものとする。 

 

（６） 再生可能エネルギー推進支援資金 

イ 目的 

再生可能エネルギー発電事業を行うか、又は参入を予定している中小企業者等が事業上必

要な資金の融通を円滑にすることにより、中小企業者等の当該産業参入への取組を支援すると

ともに、当該産業の集積を図ることを目的とする。 

ロ 融資の対象 

再生可能エネルギー発電事業を行うか、又は参入を予定している中小企業者等で、次の各

号のいずれかに該当する設備を県内に設置するもの 

（イ） 太陽光発電設備（これに付属する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御

装置又は系統連系設備を含む。） 

（ロ） 風力発電設備（これに付属する専用の塔、起倒装置、蓄電装置、制御装置又は系統連

系設備を含む。） 

（ハ） 水力発電設備（出力が３万キロワット以下のもので、これに付属する蓄電池設備、制



 

 

御装置又は系統連系設備を含む。） 

（ニ） 地熱発電設備（これに付属する蒸気井に関する設備、蓄電池設備、制御装置又は系統

連系設備を含む。） 

（ホ） 太陽熱利用装置（これに付属する補助熱源装置、制御装置、冷凍機、冷却器、放熱器、

送風装置、蓄熱槽、貯湯設備、ポンプ又は配管を含む。） 

（ヘ） 大気中の熱その他の自然界に存する熱（冷熱を含み、地熱及び太陽熱を除く。）を利

用するための装置（これに付属するヒートポンプ、制御装置、冷凍機、冷却器、放熱器、

送風装置、蓄熱槽、貯湯設備、ポンプ又は配管を含む。） 

（ト） バイオマスエネルギー利用設備（次のいずれかに該当するものに限る。） 

ａ バイオマス（動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することがで

きるもの（非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律（昭和５５年法律第

７１号）第２条第１号に規定する化石燃料を除く。）をいう。以下同じ。）又はバイ

オマスを原材料とする燃料（以下「バイオマス燃料」という。）を発電に利用するた

めの設備（これに付属するバイオマス又はバイオマス燃料の受入・貯留・供給設備、

副生成物処理設備、制御装置又は系統連系設備を含む。） 

ｂ バイオマス又はバイオマス燃料を熱を得ることに利用するための設備（これに付属す

るバイオマス又はバイオマス燃料の受入・貯留・供給設備、副生成物処理設備、熱の

貯留・供給設備、制御装置、放熱器又は送風装置を含む。） 

ｃ バイオマス燃料を製造するための設備（これに付属するバイオマスの受入・貯留・供

給設備、搬送設備、副生成物処理設備又はバイオマス燃料の貯留・供給設備を含

む。） 

ハ 資金の使途 

再生可能エネルギー発電設備の設置に必要な設備資金（ただし、土地取得費用は除く。） 

ニ 融資の条件 

（イ） 融資限度額   一企業 １億円 

（ロ） 融資利率    年 １．６０％ 

（ハ） 償還期間    設備資金１５年以内(据置１年以内) 

（ニ） 償還方法    原則として月賦均等返済 

（ホ） 保証人     原則として法人代表者以外不要 

（ヘ） 担保      取扱金融機関又は協会所定 

（ト） 信用保証料   協会所定 

（チ） その他融資の手続等については、本制度要領のほか、協会において別に定める「エネ

ルギー対策保証」に係る保証事務取扱いによるものとする。 

 

（７） がんばる中小企業応援資金 

イ 目的 

既存事業の見直しや、新事業の実施並びに協会と金融機関による期中管理及び経営支援等を通じ

て経営基盤の強化を図ろうとする中小企業者等が必要とする資金の融通を図ることで、当該取り組

みの発展に資することを目的とする。 

ロ 融資の対象 

事業の活性化や合理化等を図る既存事業の見直し、または新たな試みに取り組むことを通して、

経営基盤の強化を図ろうとする中小企業者等。 

ハ 認定 

認定は不要とするが、融資申込の際に様式第６号の１の要件確認書を金融機関に提出すること。 

ニ 資金の使途 

設備資金及び運転資金。ただし、借換えは、県中小企業制度融資によるものに限り、融資金額の

２分の１以内とする。 



 

 

ホ 融資の条件 

（イ） 融資限度額   一企業 ３，０００万円 

（ロ） 融資利率    金融機関所定 

（ハ） 償還期間    運転資金７年以内(据置２年以内) 

設備資金７年以内(据置２年以内) 

（ニ） 償還方法    一括又は元金均等返済 

（ホ） 保証人     原則として法人代表者以外不要 

（ヘ） 担保      取扱金融機関又は協会所定 

（ト） 信用保証料   協会所定。別表２に掲げる各種認証等を取得している中小企業者等は、

０．２０％を減じるものとする。この場合、当該認証を重複して取得して

いる場合でも、割引率は最大０．２％とする。割引を受ける場合は、各種

認証等の有効期間内に、様式第６号の２を知事に提出し、確認を受けるこ

と。 

（チ） その他プロパー融資との協調により本資金を実行する場合は、本制度要領のほか、協

会において別に定める「協調支援保証」に係る保証事務取扱いによるものとする。 

 

（８）“伊達な旅”整備促進資金 

イ 目的 

観光客の利便性の向上及び安全・安心の確保を図るために観光施設の整備及び改善に要す

る資金の融資を行うことにより、観光産業の振興に資することを目的とする。 

ロ 融資の対象 

観光関連事業を行うか、又は参入を予定している中小企業者等で次の各号に掲げる観光施

設及び付帯設備の整備及び改善を行おうとするもの 

（イ） 宿泊施設 

（ロ） 温泉施設 

（ハ） スポーツ・レクリエーション施設、歴史・文化施設 

（ニ） 食事休憩施設 

（ホ） その他、観光客の利用が見込まれる観光施設 

ハ 認定 

認定は不要とするが、融資申込の際に様式第７号の要件確認書を金融機関に提出すること。 

ニ 資金の使途 

設備資金 

ホ 融資の条件 

（イ） 融資限度額   一企業 １億５，０００万円 

（ロ） 融資利率    ７年以内     年 １．５５％ 

７年超１０年以内 年 １．７５％ 

１０年超     年 １．９５％ 

（ハ） 償還期間    設備資金１５年以内（据置２年以内） 

（ニ） 償還方法    原則として月賦均等返済 

（ホ） 保証人     原則として法人代表者以外不要 

（ヘ） 担保      取扱金融機関又は協会所定 

（ト） 信用保証料   協会所定 

 

（９） ＳＤＧｓ推進資金 

イ 目的 

県内の中小企業者等がＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成に向けた取り組みを進める

ために必要となる資金の円滑な調達を支援することで、中小企業者等がＳＤＧｓの視点による



 

 

積極的な取組を通じて経営改善を図ることを促し、もって、地域経済の持続的な発展に資する

ことを目的とする。 

ロ 融資の対象 

ＳＤＧｓの取組に関する事業計画を策定し、計画の実行に取り組む中小企業者等 

ハ 融資の手続 

金融機関及び協会所定の申込資料のほか、「ＳＤＧｓ推進資金に係る事業計画書（様式第

８号）」を提出する。 

ニ 資金の使途 

ＳＤＧｓの取組に関する事業計画の実施に必要な設備資金・運転資金（ただし土地取得費

は対象外） 

ホ 融資の条件 

（イ） 融資限度額   一企業 ３，０００万円 

（ロ） 融資利率    年１．５０％ 

（ハ） 償還期間    運転資金  ７年以内（据置２年以内） 

設備資金 １０年以内（据置２年以内 

（ニ） 償還方法    原則として月賦均等返済 

（ホ） 保証人     原則として法人代表者以外不要 

（へ） 担保      必要に応じて徴求 

（ト） 信用保証料   協会所定 

 

 

附 則 

１ この要領は、平成９年４月１日から施行し、平成９年度予算に係る資金に適用する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該資金に係る予算が成立した場合に、当該資金にも

適用するものとする。 

 

附 則 

１ この要領は、平成９年１１月２５日から施行し、平成９年度予算に係る資金に適用する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該資金に係る予算が成立した場合に、当該資金にも

適用するものとする。 

３ この要領施行の際、現に改正前の宮城県中小企業産業振興資金融資制度取扱要領の規定により貸し

付けられた資金については、なお従前の要領を適用する。 

 

附 則 

１ この要領は、平成１０年４月１日から施行し、平成１０年度予算に係る資金に適用する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該資金に係る予算が成立した場合に、当該資金にも

適用するものとする。 

３ この要領施行の際、現に改正前の宮城県中小企業産業振興資金融資制度取扱要領の規定により貸し

付けられた資金については、なお従前の要領を適用する。 

 

附 則 

１ この要領は、平成１１年４月１日から施行し、平成１１年度予算に係る資金に適用する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該資金に係る予算が成立した場合に、当該資金にも

適用するものとする。 

附 則 

１ この要領は、平成１２年４月１日から施行し、平成１２年度予算に係る資金に適用する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該資金に係る予算が成立した場合に、当該資金にも



 

 

適用するものとする。 

３ この要領施行の際、現に改正前の宮城県中小企業産業振興資金融資制度取扱要領の規定により貸し

付けられた資金については、なお従前の要領を適用する。 

 

附 則 

１ この要領は、平成１３年４月１日から施行し、平成１３年度予算に係る資金に適用する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該資金に係る予算が成立した場合に、当該資金にも

適用するものとする。 

３ この要領施行の際、現に改正前の宮城県中小企業産業振興資金融資制度取扱要領の規定により貸し

付けられた資金については、なお従前の要領を適用する。 

 

附 則 

１ この要領は、平成１３年１０月１日から施行し、平成１３年度予算に係る資金に適用する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該資金に係る予算が成立した場合に、当該資金にも

適用するものとする。 

３ この要領施行の際、現に改正前の宮城県中小企業産業振興資金融資制度取扱要領の規定により貸し

付けられた資金については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、平成１４年１０月７日から施行し、平成１４年度予算に係る資金に適用する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該資金に係る予算が成立した場合に、当該資金にも

適用するものとする。 

 

附 則 

１ この要領は、平成１５年４月１日から施行し、平成１５年度予算に係る資金に適用する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該資金に係る予算が成立した場合に、当該資金にも

適用するものとする。 

３ この要領施行の際、現に改正前の宮城県中小企業産業振興資金融資制度取扱要領の規定により貸し

付けられた資金については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、平成１６年４月１日から施行し、平成１６年度予算に係る資金に適用する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該資金に係る予算が成立した場合に、当該資金にも

適用するものとする。 

３ この要領施行の際、現に改正前の宮城県中小企業産業振興資金融資制度取扱要領の規定により貸し

付けられた資金については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、平成１７年４月１日から施行し、平成１７年度予算に係る資金に適用する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該資金に係る予算が成立した場合に、当該資金にも

適用するものとする。 

３ この要領施行の際、現に改正前の宮城県中小企業産業振興資金融資制度取扱要領の規定により貸し

付けられた資金については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、平成１７年５月２日から施行し、平成１７年度予算に係る資金に適用する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該資金に係る予算が成立した場合に、当該資金にも



 

 

適用するものとする。 

３ この要領施行の際、現に改正前の宮城県中小企業産業振興資金融資制度取扱要領の規定により貸し

付けられた資金については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、平成１８年４月１日から施行し、平成１８年度予算に係る資金に適用する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該資金に係る予算が成立した場合に、当該資金にも

適用するものとする。 

３ この要領施行の際、現に改正前の宮城県中小企業産業振興資金融資制度取扱要領の規定により貸し

付けられた資金については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、平成１８年１０月６日から施行し、平成１８年度予算に係る資金に適用する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該資金に係る予算が成立した場合に、当該資金にも

適用するものとする。 

３ この要領施行の際、現に改正前の宮城県中小企業産業振興資金融資制度取扱要領の規定により貸し

付けられた資金については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、平成１９年４月１日から施行し、平成１９年度予算に係る資金に適用する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該資金に係る予算が成立した場合に、当該資金にも

適用するものとする。 

３ この要領施行の際、現に改正前の宮城県中小企業産業振興資金融資制度取扱要領の規定により貸し

付けられた資金については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、平成１９年１０月１日（宮城県信用保証協会での保証申込受付日とする。）から施行

し、平成１９年度予算に係る資金に適用する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該資金に係る予算が成立した場合に、当該資金にも

適用するものとする。 

３ この要領施行の際、現に改正前の宮城県中小企業産業振興資金融資制度取扱要領の規定により貸し

付けられた資金については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２０年４月１日から施行し、平成２０年度予算に係る資金に適用する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該資金に係る予算が成立した場合に、当該資金にも

適用するものとする。 

３ この要領施行の際、現に改正前の宮城県中小企業産業振興資金融資制度取扱要領の規定により貸し

付けられた資金については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２１年４月１日から施行し、平成２１年度予算に係る資金に適用する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該資金に係る予算が成立した場合に、当該資金にも

適用するものとする。 

３ この要領施行の際、現に改正前の宮城県中小企業産業振興資金融資制度取扱要領の規定により貸し

付けられた資金については、なお従前の例による。 

 



 

 

附 則 

１ この要領は、平成２２年４月１日から施行し、平成２２年度予算に係る資金に適用する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該資金に係る予算が成立した場合に、当該資金にも

適用するものとする。 

３ この要領施行の際、現に改正前の宮城県中小企業産業振興資金融資制度取扱要領の規定により貸し

付けられた資金については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２４年４月１日から施行し、平成２４年度予算に係る資金に適用する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該資金に係る予算が成立した場合に、当該資金にも

適用するものとする。 

３ この要領施行の際、現に改正前の宮城県中小企業産業振興資金融資制度取扱要領の規定により貸し

付けられた資金については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２５年４月１日から施行し、平成２５年度予算に係る資金に適用する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該資金に係る予算が成立した場合に、当該資金にも

適用するものとする。 

３ この要領施行の際、現に改正前の宮城県中小企業産業振興資金融資制度取扱要領の規定により貸し

付けられた資金については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２６年４月１日から施行し、平成２６年度予算に係る資金に適用する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該資金に係る予算が成立した場合に、当該資金にも

適用するものとする。 

３ この要領施行の際、現に改正前の宮城県中小企業産業振興資金融資制度取扱要領の規定により貸し

付けられた資金については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２７年４月１日から施行し、平成２７年度予算に係る資金に適用する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該資金に係る予算が成立した場合に、当該資金にも

適用するものとする。 

３ この要領施行の際、現に改正前の宮城県中小企業産業振興資金融資制度取扱要領の規定により貸し

付けられた資金については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２７年１０月１日から施行し、平成２７年度予算に係る資金に適用する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該資金に係る予算が成立した場合に、当該資金にも

適用するものとする。 

３ この要領施行の際、現に改正前の宮城県中小企業産業振興資金融資制度取扱要領の規定により貸し

付けられた資金については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２８年４月１日から施行し、平成２８年度予算に係る資金に適用する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該資金に係る予算が成立した場合に、当該資金にも

適用するものとする。 

３ この要領施行の際、現に改正前の宮城県中小企業産業振興資金融資制度取扱要領の規定により貸し



 

 

付けられた資金については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２８年８月１日から施行し、平成２８年度予算に係る資金に適用する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該資金に係る予算が成立した場合に、当該資金にも

適用するものとする。 

３ この要領施行の際、現に改正前の宮城県中小企業産業振興資金融資制度取扱要領の規定により貸し

付けられた資金については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２９年４月１日から施行し、平成２９年度予算に係る資金に適用する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該資金に係る予算が成立した場合に、当該資金にも

適用するものとする。 

３ この要領施行の際、現に改正前の宮城県中小企業産業振興資金融資制度取扱要領の規定により貸し

付けられた資金については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、平成３０年４月１日から施行し、平成３０年度予算に係る資金に適用する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該資金に係る予算が成立した場合に、当該資金にも

適用するものとする。 

３ この要領施行の際、現に改正前の宮城県中小企業産業振興資金融資制度取扱要領の規定により貸し

付けられた資金については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、平成３０年１１月１日から施行し、平成３０年度予算に係る資金に適用する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該資金に係る予算が成立した場合に、当該資金にも

適用するものとする。 

３ この要領施行の際、現に改正前の宮城県中小企業産業振興資金融資制度取扱要領の規定により貸し

付けられた資金については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、平成３１年４月１日から施行し、平成３１年度予算に係る資金に適用する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該資金に係る予算が成立した場合に、当該資金にも

適用するものとする。 

３ この要領施行の際、現に改正前の宮城県中小企業産業振興資金融資制度取扱要領の規定により貸し

付けられた資金については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、令和２年４月１日から施行し、令和２年度予算に係る資金に適用する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該資金に係る予算が成立した場合に、当該資金にも

適用するものとする。 

３ この要領施行の際、現に改正前の宮城県中小企業産業振興資金融資制度取扱要領の規定により貸し

付けられた資金については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、令和２年６月１５日から施行し、令和２年度予算に係る資金に適用する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該資金に係る予算が成立した場合に、当該資金にも



 

 

適用するものとする。 

３ この要領施行の際、現に改正前の宮城県中小企業産業振興資金融資制度取扱要領の規定により貸し

付けられた資金については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、令和３年４月１日から施行し、令和３年度予算に係る資金に適用する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該資金に係る予算が成立した場合に、当該資金にも

適用するものとする。 

３ この要領施行の際、現に改正前の宮城県中小企業産業振興資金融資制度取扱要領の規定により貸し

付けられた資金については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、令和３年９月２７日から施行し、令和３年度予算に係る資金に適用する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該資金に係る予算が成立した場合に、当該資金にも

適用するものとする。 

３ この要領施行の際、現に改正前の宮城県中小企業産業振興資金融資制度取扱要領の規定により貸し

付けられた資金については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、令和４年４月２０日から施行し、令和４年度予算に係る資金に適用する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該資金に係る予算が成立した場合に、当該資金にも

適用するものとする。 

３ この要領施行の際、現に改正前の宮城県中小企業産業振興資金融資制度取扱要領の規定により貸し

付けられた資金については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、令和４年８月３１日から施行し、令和４年度予算に係る資金に適用する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該資金に係る予算が成立した場合に、当該資金にも

適用するものとする。 

３ この要領施行の際、現に改正前の宮城県中小企業産業振興資金融資制度取扱要領の規定により貸し

付けられた資金については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、令和４年８月３１日から施行し、令和４年度予算に係る資金に適用する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該資金に係る予算が成立した場合に、当該資金にも

適用するものとする。 

３ この要領施行の際、現に改正前の宮城県中小企業産業振興資金融資制度取扱要領の規定により貸し

付けられた資金については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、令和５年４月１日から施行し、令和５年度予算に係る資金に適用する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該資金に係る予算が成立した場合に、当該資金にも

適用するものとする。 

３ この要領施行の際、現に改正前の宮城県中小企業産業振興資金融資制度取扱要領の規定により貸し

付けられた資金については、なお従前の例による。 

 



 

 

別表１ 

 

（業種名又は産業名） （日本標準産業分類上の業種名） 

自動車関連産業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３１１自動車・同附属品製造業 

（関連業種） 

１１繊維工業 

１５印刷・同関連業 

１６化学工業 

（１６１化学肥料製造業１６２４塩製造業１６５医薬品製造業１６９

２農薬製造業を除く。） 

１８プラスチック製品製造業 

１９ゴム製品製造業 

２１窯業・土石製品製造業 

２２鉄鋼業 

２３非鉄金属製造業 

２４金属製品製造業 

２５はん用機械器具製造業 

２６生産用機械器具製造業 

２７業務用機械器具製造業 

（２７４医療用機械器具・医療用品製造業２７６武器製造業を除

く。） 

２８電子部品・デバイス・電子回路製造業 

２９電気機械器具製造業 

（２９６１Ｘ線装置製造業２９６２医療用電子応用装置製造業２９７

３医療用計測器製造業を除く。） 

３０情報通信機械器具製造業 

３１輸送用機械器具製造業 

（３１５産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業３１９その他の輸

送用機械器具製造業に限る。） 

３２その他の製造業 

（３２３時計・同部分品製造業に限る。） 

４４道路貨物運送業 

４７倉庫業 

４８運輸に附帯するサービス業（４８４こん包業に限る。） 

５３建築材料、鉱物・金属材料卸売業 

７１学術・開発研究機関 

 

医療・健康関連産業 

 

 

 

 

 

 

 

２７３計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機

械器具製造業 

２７４医療用機械器具・医療用品製造業 

２９６電子応用装置製造業 

（関連業種） 

１１繊維工業 

１４パルプ・紙・紙加工品製造業 

１５印刷・同関連業 

 



 

 

（業種名又は産業名） （日本標準産業分類上の業種名） 

医療・健康関連産業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６化学工業 

（１６１化学肥料製造業１６２４塩製造業１６９２農薬製造業を除

く。） 

１８プラスチック製品製造業 

１９ゴム製品製造業 

２１窯業・土石製品製造業 

２２鉄鋼業 

２３非鉄金属製造業 

２４金属製品製造業 

２５はん用機械器具製造業 

２６生産用機械器具製造業 

２７業務用機械器具製造業 

（２７６武器製造業を除く。） 

２８電子部品・デバイス・電子回路製造業 

２９電気機械器具製造業 

３０情報通信機械器具製造業 

３２その他の製造業 

（３２３時計・同部分品製造業に限る。） 

４４道路貨物運送業 

４７倉庫業 

５０各種商品卸売業 

５４機械器具卸売業 

７１学術・開発研究機関 

 

クリーンエネルギー関

連産業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６３１石油化学系基礎製品製造業 

（藻類から精製するものに限る。） 

１７１石油精製業（藻類から精製するものに限る） 

２９１発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業 

２９５電池製造業 

２９９その他の電気機械器具製造業（太陽電池製造業） 

（関連業種） 

１６化学工業 

（１６１化学肥料製造業１６２４塩製造業１６５医薬品製造業１６９

２農薬製造業を除く。） 

１８プラスチック製品製造業 

１９ゴム製品製造業 

２１窯業・土石製品製造業 

２２鉄鋼業 

２３非鉄金属製造業 

２４金属製品製造業 

２５はん用機械器具製造業 

２６生産用機械器具製造業 

２７業務用機械器具製造業 

（２７４医療用機械器具・医療用品製造業２７６武器製造業を除

く。） 



 

 

（業種名又は産業名） （日本標準産業分類上の業種名） 

クリーンエネルギー関

連産業 

 

 

 

 

 

 

 

 

２８電子部品・デバイス・電子回路製造業 

２９電気機械器具製造業 

（２９６１Ｘ線装置製造業２９６２医療用電子応用装置製造業２９７

３医療用計測器製造業を除く。） 

３０情報通信機械器具製造業 

３１輸送用機械器具製造業 

３２その他の製造業 

（３２３時計・同部分品製造業に限る。） 

７１学術・開発研究機関 

 

航空宇宙関連産業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３１４航空機・同附属品製造業 

３１９９他に分類されない輸送用機械器具製造業 

（ロケット・人工衛星製造業等の宇宙関連産業に限る。） 

（関連業種） 

１１繊維工業 

１５印刷・同関連業 

１６化学工業 

（１６１化学肥料製造業１６２４塩製造業１６５医薬品製造業１６９

２農薬製造業を除く。） 

１８プラスチック製品製造業 

１９ゴム製品製造業 

２１窯業・土石製品製造業 

２２鉄鋼業 

２３非鉄金属製造業 

２４金属製品製造業 

２５はん用機械器具製造業 

２６生産用機械器具製造業 

２７業務用機械器具製造業 

（２７４医療用機械器具・医療用品製造業を除く。） 

２８電子部品・デバイス・電子回路製造業 

２９電気機械器具製造業 

（２９６１Ｘ線装置製造業２９６２医療用電子応用装置製造業２９７

３医療用計測器製造業を除く。） 

３０情報通信機械器具製造業 

３２その他の製造業 

（３２３時計・同部分品製造業に限る。） 

４４道路貨物運送業 

７１学術・開発研究機関 

 

船舶関連産業 

 

 

 

 

 

３１３船舶製造・修理業、舶用機関製造業 

（関連業種） 

１１繊維工業 

１５印刷・同関連業 

１６化学工業 

 



 

 

（業種名又は産業名） （日本標準産業分類上の業種名） 

船舶関連産業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１６１化学肥料製造業１６２４塩製造業１６５医薬品製造業１６９

２農薬製造業を除く。） 

１８プラスチック製品製造業 

１９ゴム製品製造業 

２１窯業・土石製品製造業 

２２鉄鋼業 

２３非鉄金属製造業 

２４金属製品製造業 

２５はん用機械器具製造業 

２６生産用機械器具製造業 

２７業務用機械器具製造業 

（２７４医療用機械器具・医療用品製造業２７６武器製造業を除

く。） 

２８電子部品・デバイス・電子回路製造業 

２９電気機械器具製造業 

（２９６１Ｘ線装置製造業２９６２医療用電子応用装置製造業２９７

３医療用計測器製造業を除く。） 

３０情報通信機械器具製造業 

３２その他の製造業 

（３２３時計・同部分品製造業に限る。） 

４４道路貨物運送業 

７１学術・開発研究機関 

 

高度電子機械産業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２８電子部品・デバイス・電子回路製造業 

（関連業種） 

１５印刷・同関連業 

１６化学工業 

（１６１化学肥料製造業１６２４塩製造業１６５医薬品製造業１６９

２農薬製造業を除く。） 

１８プラスチック製品製造業 

１９ゴム製品製造業 

２１窯業・土石製品製造業 

２４金属製品製造業 

２５はん用機械器具製造業 

２６生産用機械器具製造業 

２７業務用機械器具製造業 

（２７４医療用機械器具・医療用品製造業２７６武器製造業を除

く。） 

２９電気機械器具製造業 

（２９６１Ｘ線装置製造業２９６２医療用電子応用装置製造業２９７

３医療用計測器製造業を除く。） 

３０情報通信機械器具製造業 

３２その他の製造業 

（３２３時計・同部分品製造業に限る。） 

 



 

 

 

（業種名又は産業名） （日本標準産業分類上の業種名） 

高度電子機械産業 

 

 

 

 

 

 

 

４７倉庫業 

４８運輸に附帯するサービス業 

（４８４こん包業に限る。） 

５０各種商品卸売業 

５３建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 

５４機械器具卸売業 

７１学術・開発研究機関 

 

食品関連産業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０９食料品製造業 

１０飲料・たばこ・飼料製造業 

（１０５たばこ製造業は除く。） 

１５印刷・同関連業 

１６化学工業 

（１６２４塩製造業に限る。） 

１８プラスチック製品製造業 

２６生産用機械器具製造業 

４４道路貨物運送業 

４７倉庫業 

４８運輸に附帯するサービス業 

（４８４こん包業に限る。） 

５２飲食料品卸売業 

 

木材関連産業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２木材・木製品製造業 

１４パルプ・紙・紙加工品製造業 

（関連産業） 

１３家具・装備品製造業 

１５印刷・同関連業 

２６生産用機械器具製造業 

４４道路貨物運送業 

４７倉庫業 

４８運輸に附帯するサービス業（４８４こん包業に限る） 

 

 



 

 

別表２ 

 

各種認証等 有効期間 

消防団協力事業所表示制度の認証 認証を行う市町村が要綱で定める期間 

女性のチカラを活かす企業認証 認証の日から２年間 

障害者雇用促進企業登録 登録の日から１年間 

環境配慮事業者登録 

 

物品調達等に係る競争入札参加資格の有効期間内で 

かつ、環境認証等の有効期間内 

スマートみやぎ健民会議「優良会員」登録 登録の日から１年間 

みやぎ介護人材を育む取り組み宣言認証制度 

による認証 

認証の日から３年間 

 

みやぎ優れＭＯＮＯ認定 認定の日から３年間（最大２年間の期間延長あり） 

みやぎ認定ＩＴ商品 

 

認定の日から認定を受けた日の属する年度の翌々年 

度末まで 

宮城県グリーン製品認定 認定の日から３年間 

みやぎ「働き方改革」実践企業支援制度の認

定 

２年間 

 

未来を拓くパートナーシップ構築推進会議創

設の「パートナーシップ構築宣言」の公表 

「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト上に

おいて宣言が掲載されている期間 

 


